
 

 

 

令和 5 年 11 月 6 日 

お 客 様 各 位 

 

信用組合広島商銀 

 

インボイス制度開始に伴う当組合の対応について 

 

令和 5 年 10 月 1 日より、適格請求書等保存方式（インボイス制度）が開始されました。

信用組合広島商銀は適格請求書発行事業者としての登録を受けておりますので、登録 

番号をお知らせいたします。 

法人・個人事業主のお客さま（以下、お客さま）が、当組合に対してお支払いいただい

た各種手数料に含まれる消費税については、当組合が交付する適格請求書（インボイス）

に基づいて消費税の仕入税額控除を受けることができます。 

なお、当組合のインボイス制度への対応方法については以下のとおりとさせていただ

きますので、ご通知いたします。 

 

記 

 

１．適格請求書発行事業者登録番号  Ｔ５２４０００５００１６８３ 

 

２．当組合のインボイス制度対応について 

（１）営業店窓口等でお支払いいただく手数料について 

営業店窓口等で各種手数料（残高証明書発行手数料、手形小切手発行手数料、 

融資関係手数料等）をお支払いいただいた場合、インボイスの要件を満たした 

「領収書」を発行いたします。 

 営業店窓口等に備え付けております「振込依頼書」につきましては、お客さま 

にお渡しする複写式の「振込手数料受取書」がインボイスの要件を満たすように 

改訂を実施しております。 

 

 （２）自動振替でお支払いいただく手数料について 

     預金口座より自動振替にてお支払いいただいている各種手数料につきましては、 

    インボイスの要件を満たした「通知書」を作成のうえ交付いたします。 

     「通知書」の交付をご希望されるお客さまは、添付の「通知書 発行依頼書」を 

窓口にご提出いただく必要がございますので、お取引店までお申し出ください。 

 

NEWS RELEASE 



 通知書のお渡しまで、ご依頼から約１０営業日程度頂きますので、ご了承のほど 

よろしくお願いいたします。 

  ※継続発行の場合は、月初７営業日頃のお渡しとなります。 

 

 （通知書に掲載される手数料） 

・インターネットバンキング 振込手数料 

・インターネットバンキング 総合振込手数料 

・インターネットバンキング 月額利用手数料 

 

 （３）ＡＴＭでのお取引に係る手数料について 

     ＡＴＭでのお取引につきましては、インボイスの交付が不要な「自動販売機・ 

自動サービス機におけるお取引」に該当し、お客さまが一定の事項を記載した帳簿 

を保存することで、消費税の仕入税額控除を受けることが可能となります。 

 したがいまして、ＡＴＭから出力される「ご利用明細票」等については、インボ 

イス制度に対応する様式改正は実施いたしませんので、ご了承ください。 

 

３．ご留意事項 

交付いたしました適格請求書等に関しては、再発行はいたしかねます。 

大切に保管をお願いいたします。 

 

 

当組合のインボイス制度への対応につきまして、ご不明点がございましたらお取引 

  店の窓口までお問い合わせください。 

   なお、お客さまの個別のご事情に応じた具体的な会計並びに税務処理についてのご 

  相談にお答えすることは、税理士法等により禁じられておりますので、顧問税理士に 

ご相談いただきますようお願いいたします。 

 

 

以  上 



（ ご記入場所 ）

＜　注意事項　＞

毎年　　　　　　月 から　　　　　　月 まで  

係検印 登録 係 印鑑照合検印

毎年　　　　　　月 から　　　　　　月 まで  

毎年　　　　　　月 から　　　　　　月 まで  

本　　　部

指定月に出力

　③　継続発行を依頼している口座が解約された場合は、解約日を含む出力期間の通知書を発行後、自動解除とさせていただきます。

１回のみ出力 出力の停止

預 金 種 類 口　座　番　号

開 始 日 ： 　　　　　　　　　年　　　　　　　月　から

終 了 日 ： 　　　　　　　　　年　　　　　　　月　まで

毎年　　　　　　月 から　　　　　　月 まで  

毎年　　　　　　月 から　　　　　　月 まで  

出 力 対 象 期 間

毎年　　　　　　月 から　　　　　　月 まで  

顧 　客 　番 　号

〒　　　　－　　　　　　　　電話番号（　　　　　－　　　　　－　　　　　　　） お 届 印

店　番

　私 (当社) 名義で貴組合にて行ったインボイス制度に該当する消費税発生取引の通知書発行を依頼します。

 申込日　　　　　　年　 　　月　 　　日

お と こ ろ

 信用組合広島商銀　御中

フ リ ガ ナ

お な ま え

お引渡し日
※発行依頼の場合

郵送　　・　　窓口 担当者

 　発行依頼　  　　・・・　２．発行依頼へ

 　継続発行　  　　・・・　３．継続手続きへ

 　継続発行解除　・・・　３．継続手続きへ

営　業　店

　①　通知書の継続手続きの場合は、ご指定の周期単位にて作成を行います。

　②　通知書のお渡しまで、ご依頼日から１０営業日ほど頂きます。（継続発行の場合は、月初７営業日頃のお渡しとなります。）

出 力 周 期預 金 種 類

２．発行依頼  通知書発行する口座情報および出力対象期間をご記入ください。

３．継続手続き  継続発行する口座情報および出力周期をご記入ください。

１．お申込区分  申込区分に○を付けてください。

通知書　発行依頼書

お引渡し方法

終 了 日 ： 　　　　　　　　　年　　　　　　　月　まで

開 始 日 ： 　　　　　　　　　年　　　　　　　月　から

　　１．年１回　( １年分 )　　　２．年２回　( ６ヵ月分 )

口　座　番　号

≪ 組 合 使 用 欄 ≫

継続発行解除

普 通 預 金

当 座 預 金

貯 蓄 預 金
２．年２回

１．年１回

普 通 預 金

当 座 預 金

貯 蓄 預 金

普 通 預 金

当 座 預 金

貯 蓄 預 金

普 通 預 金

当 座 預 金

貯 蓄 預 金

普 通 預 金

当 座 預 金

貯 蓄 預 金

２．年２回

１．年１回

２．年２回

１．年１回

発行依頼 継続発行

R05.10　　保存年限：契約終了後５年　


